
大阪府中小企業家同友会　北第一支部　8月Web例会

大森特許事務所

所長弁理士　　大 森 　勇
入会年：2015年

PROFILE

●　設立

●　事業内容

●　資本金

●　従業員数

●　所在地

平成26（2014）年9月1日

総合知的財産権保護と商品開発コンサルティング

600万円

顧問1名　パート1名

大阪市北区浮田1丁目2-1 三ツ星ビル201号

弁理士×発明家
コンサルティングで新たなビジネスモデルを

～父の経験は、自分の財産～

　8月例会の報告者は、大森特許事務所の大森 勇さんです。

　お父様も所長弁理士として（旧）大森特許事務所を運営されていましたが、従業員の反乱に

よって事務所は閉鎖。その後、大森さんご自身も大手の特許事務所に勤め実務経験を積まれてい

くのですが、様々な嫌がらせや圧力を受けながらも弁理士資格取得の為に猛勉強し、想像を絶す

る苦労を重ねてこられました。

　そんな中、お父様より「僕が生きている間に大森特許事務所を再開しなきゃ親孝行じゃない

よ」との言葉に奮起し弁理士試験に合格、大森特許事務所を再開したものの、全てゼロからの出

発であったり、ご家族からも賛同を得ることが出来なかったりと、苦労の連続を続けながらも何

とか今日を迎えることが出来ました。

　そのような中で同友会と出会い、会員経営者との交流の中で、経営や組織についてより知識を

深めていきます。

　“使える特許”のコンサルティングで、お客様と共に喜びを分かち合う。

　人を信じることと危機管理、どのようなバランスで組織作りをしていけばよいのか。

　大森特許事務所の過去、現在、これからの話を聴いてください。

日時

参加費

ご注意

8月25日（火）　18：30開演　（18：15アクセス開始）

参加費無料

・ZOOMを使用しますので、ＰＣまたはスマートフォンのご準備をお願い致します。
・会員以外の方は、お名前・会社名・メールアドレスなど事前のお申込みが必要となります。
・ビデオ会議では思わぬところで音声が伝わったりすることがあります。
発言されない時は、マイクをミュートにして下さい。
・進行の妨げとなった場合等、運用者により強制ミュートや退出の処置を予告なく行う場合がありま
す。
・ビデオ会議における発言内容、映像、音声、資料は、支部例会と同様、外部に公開することの無
いよう、ご注意下さい。
・ビデオ会議システムには、潜在的なセキュリティや情報漏洩のリスクが存在しています。参加者が
注意を払って運用しても、当リスクは回避できない場合があります。当リスクによって生じた損害に
ついて、大阪同友会では補償できませんので、ご了承下さい。


